
（
実
際
頼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
は
三
名
）が
加
わ
る

（
日
当
は
一
三
、
〇
〇
〇
円
）。
な
お
、
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
の
身
分
保
証
は
、
町
役
場
の
労
務
職
に
準
じ

て
お
り
、
公
務
員
並
み
の
待
遇
と
な
っ
て
い
る
。

　

ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
事
業
は
、
小
規
模
圃
場
整

備
事
業
と
作
業
受
託
事
業
、
農
産
物
の
販
売
の
三

つ
の
柱
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
補

助
金
と
関
係
が
あ
る
小
規
模
圃
場
整
備
事
業
と
作

業
受
託
事
業
の
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二 　
　
補
助
金
の
仕
組
み

　・
�
小
規
模
圃
場
整
備
事
業
（
せ
ま
地
直
し
事
業
）

　

高
知
県
の
中
山
間
地
域
は
急
斜
面
に
小
規
模
な

耕
地
が
点
在
し
て
お
り
（
一
戸
当
た
り
の
耕
地
面

積
が
三
七
ａ
）、こ
れ
ま
で
国
の
補
助
事
業
の
対
象

に
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。 事
実
、大
豊
町
の
場

合
に
は
、 水
田
面
積
二
二
〇　

の
う
ち
圃
場
整
備

��

さ
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
三
一　

で
、 し
か
も
国
の

��

補
助
金
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
五　

に
す
ぎ
な
い

��

と
い
う （
残
り
二
六　

が
せ
ま
地
直
し
事
業
に
よ
る
）。

��

　

そ
こ
で
、
県
と
町
が
小
規
模
な
水
田
の
圃
場
整

備
に
対
す
る
補
助
金
制
度
を
開
始
し
た
。
県
単
独

の
補
助
金
は
、
当
初
事
業
費
に
対
す
る
補
助
率
が

五
〇
％
で
あ
っ
た
が
、
今
年
度
か
ら
三
七
・
五
％

ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
町
は
こ
れ

ま
で
二
五
％
で
あ
っ
た
町
単
独
の
補
助
事
業
（
小

　

新
農
業
基
本
法
の
柱
の
ひ
と
つ
と
し
て
中
山
間

地
域
へ
の
直
接
所
得
補
償
が
あ
る
。
現
在
具
体
的

な
内
容
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で

は
国
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
実
際
に
実
施
さ
れ
て
い

る
地
方
で
の
直
接
的
な
農
業
支
援
策
に
つ
い
て
、

高
知
県
の
事
業
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
大
豊
町
の

事
例
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

一 　
　
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
経
緯

　・
　

ま
ず
最
初
に
、
事
業
の
核
と
な
る
株
式
会
社
大

豊
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム （
以
下
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
）に

つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。
同
社
は
、
大
豊
町
が

中
心
と
な
っ
て
一
九
九
六
年
四
月
に
設
立
さ
れ
た

第
三
セ
ク
タ
ー
で
、
小
規
模
圃
場
整
備
と
農
作
業

受
託
、
農
産
物
の
販
売
を
主
な
事
業
と
し
て
い
る
。

　

資
本
金
は
、
総
額
一
、 五
五
〇
万
円
で
、
そ
の
う

ち
町
が
九
〇
〇
万
円
、
Ｊ
Ａ
土
佐
れ
い
ほ
く
が
三

〇
〇
万
円
、
庵
谷
水
稲
生
産
組
合
と
東
豊
永
西
峰

百
姓
生
産
組
合
で
三
五
〇
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

従
業
員
は
、
代
表
で
あ
る
専
務
取
締
役
を
除
く
正

規
社
員
が
総
務
主
任
一
名
、 業
務
主
任
一
名
、業
務

係
二
名
の
四
名
で
、他
に
臨
時
を
三
名
雇
っ
て
い
る
。

　

農
作
業
受
託
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
現
在
専
属

が
二
名
（
業
務
主
任
三
五
歳
、
業
務
係
二
九
歳
で
、

臨
時
で
手
伝
う
専
務
を
除
く
）
で
、
必
要
に
応
じ

て
登
録
し
て
い
る
庵
谷
水
稲
生
産
組
合
員
六
名
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現
地
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
（
そ
の
一
）

　
　
　

地地地地地地地地地地
方方方方方方方方方方
にににににににににに
おおおおおおおおおお
けけけけけけけけけけ
るるるるるるるるるる
中中中中中中中中中中
山山山山山山山山山山
間間間間間間間間間間
地地地地地地地地地地
域域域域域域域域域域
へへへへへへへへへへ
のののののののののの
農農農農農農農農農農
業業業業業業業業業業
支支支支支支支支支支
援援援援援援援援援援
策策策策策策策策策策

地
方
に
お
け
る
中
山
間
地
域
へ
の
農
業
支
援
策

　
　
　
　
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
―
高
知
県
大
豊
町
を
事
例
に
―

規
模
圃
場
整
備
事
業
）
の
補
助
率
を
、
県
の
補
助

率
の
圧
縮
分
を
埋
め
合
わ
せ
る
形
で
二
五
％
か
ら

三
七
・
五
％
ま
で
引
き
上
げ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

そ
れ
だ
け
町
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
圃
場
整
備
事
業
費

は
周
辺
地
域
の
同
業
他
社
に
比
べ
て
か
な
り
費
用

を
切
り
つ
め
て
い
る
の
で
（
他
社
が
二
〇
〇
〜
二

五
〇
万
円
／
反
な
の
に
対
し
て
、
ゆ
と
り
フ
ァ
ー

ム
で
は
一
五
〇
万
円
／
反
程
度
）、生
産
者
の
負
担

は
周
辺
地
域
よ
り
も
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

�
農
作
業
受
託

　

ま
た
、
大
豊
町
の
農
家
の
高
齢
化
は
急
速
に
進
ん

で
お
り
、
棚
田
で
の
農
作
業
は
困
難
を
極
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、町
は
や
は
り
単
独
で「
ゆ
と
り
農
業
交
付
金

制
度
」 を
設
け
て
、 農
作
業
に
対
す
る
助
成
金
を
導

入
し
た
。 こ
れ
は
、 大
豊
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
が
実
施
す
る

受
託
作
業
に
対
し
て
補
給
さ
れ
る
補
助
金
で
、
平
地

地
域
と
の
格
差
を
補
填
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

現
在
、ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
農
作
業
受
託
料
金
は
、

水
田
整
地
・
稲
刈
り
が
一
万
六
、 〇
〇
〇
円
／
反
で
、

田
植
え
が
六
、〇
〇
〇
円
／
反
、
乾
燥
に
つ
い
て
は

水
分
含
有
率
が
一
八
％
以
上
が
一
五
円
／ 
㎏ 
で
、

そ
れ
以
下
は
一
三
円
／ 
㎏（
い
ず
れ
も
乾
燥
は
一

五
％
ま
で 
）
と
な
っ
て
い
る
。こ
の
う
ち
補
助
金
の
対

象
と
な
る
の
が
水
田
整
地（
代
か
き
を
含
む
）と
稲

刈
り（
コ
ン
バ
イ
ン
に
つ
い
て
は
脱
穀
を
含
む
）で
、
一

反
当
た
り
そ
れ
ぞ
れ
六
、 〇
〇
〇
円
支
給
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
大
豊
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
水
田
整
地

と
稲
刈
り
の
基
本
料
金
は
、
と
も
に
一
六
、 〇
〇
〇

円
な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に
つ
い
て
六
、 〇
〇
〇



円
が
町
か
ら
生
産
者
に
補
助
金
と
し
て
支
給
さ
れ

る
。た
だ
し
、
事
務
的
に
は
町
か
ら
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム

に
支
給
さ
れ
、
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
は
生
産
者
か
ら
差

額
の
一
万
円
の
み
を
徴
収
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
側
は
、
第
三
セ
ク

タ
ー
経
営
支
援
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、 生
産
者
へ

の
支
援
で
は
な
く
第
三
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
ゆ
と
り
フ

ァ
ー
ム
へ
の
直
接
支
援
の
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
ケ
ー
ス
で
言
え
ば
、
現
在
水

田
整
地
と
稲
刈
り
の
作
業
料
金
一
六
、
〇
〇
〇
円

の
六
、
〇
〇
〇
円
分
を
町
が
生
産
者
に
代
わ
っ
て
負

担
し
て
い
る
が
、
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
は
こ
の
六
、
〇
〇

〇
円
を
生
産
者
で
は
な
く
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
に
支
給

し
て
、 一
六
、 〇
〇
〇
円
に
六
、 〇
〇
〇
円
を
上
乗

し
て
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
の
手
取
り
を
二
二
、 〇
〇
〇

円
に
し
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
。そ
の
場
合
、
生
産

者
の
支
払
う
作
業
料
金
は
一
六
、 〇
〇
〇
円
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
ゆ
と
り
フ
ァ
ー
ム
が
受
取

る
作
業
料
金
は
補
助
金
分
だ
け
実
質
増
え
る
こ
と

に
な
り
、
実
質
的
に
赤
字
で
あ
る
受
託
部
門
の
経

営
改
善
に
つ
な
が
る
と
期
待
し
て
い
る
。
も
っ
と

も
、 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
交
付
金
と
第
三
セ
ク

タ
ー
の
運
営
支
援
を
分
離
し
た
現
在
の
シ
ス
テ
ム

を
画
期
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
。
た

し
か
に
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム
の
方
が
補
助
金
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
明
確
で
あ
り
、
そ
の
運
営
と
効
果

の
検
証
に
つ
い
て
は
透
明
で
あ
る
と
い
う
長
所
が

あ
る
。
し
か
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
経
営

支
援
に
は
、
受
託
以
外
の
部
門
へ
の
波
及
効
果
を

期
待
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
今
後
の

農
業
支
援
を
考
え
る
際
の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
県
の
補
助
金
が
加
わ
る
。
高
知
県
は

一
九
九
八
年
度
か
ら
二
〇
〇
〇
年
度
ま
で
の
期
間

に
、
こ
の
大
豊
町
の
交
付
金
制
度
を
モ
デ
ル
に
し

て
、
中
山
間
地
域
の
農
業
公
社
等
の
第
三
セ
ク

タ
ー
が
行
う
農
作
業
受
委
託
料
金
に
市
町
村
が
助

成
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
助
成
金
の
半
分
を
県

が
助
成
す
る
と
い
う
県
独
自
の
「
ふ
る
さ
と
農
地

保
全
支
援
モ
デ
ル
事
業
」
を
実
施
し
て
い
る
。

　

大
豊
町
の
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
水
田
整
地
と

稲
刈
り
作
業
に
関
し
て
町
が
支
払
う
金
額
の
二
分

の
一
が
県
か
ら
町
に
支
払
わ
れ
る
。
た
だ
、
県
が

設
定
し
て
い
る
上
限
が
そ
れ
ぞ
れ
五
、
〇
〇
〇
円
、

七
、
〇
〇
〇
円
と
町
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
た

め
、
県
が
支
払
う
限
度
額
は
水
田
整
地
に
対
し
て

二
、
五
〇
〇
円
、
稲
刈
り
に
対
し
て
は
三
、
五
〇

〇
円
に
な
る
。
大
豊
町
の
制
度
で
は
支
払
い
額
が

と
も
に
六
、 〇
〇
〇
円
な
の
で
、県
の
負
担
率
は
稲

刈
り
の
場
合
五
〇
％（
三
、 〇
〇
〇
÷
六
、 〇
〇
〇
）

な
の
に
対
し
て
、水
田
整
地
の
場
合
は
四
〇
％（
二
、

 
五
〇
〇
÷
六
、
〇
〇
〇
）
程
度
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
、
水
田
整
地
よ
り
も
稲
刈
り
の
受
託

が
増
え
る
方
が
、
町
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
と
い

う
現
象
が
発
生
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、
将
来
的
に
県
の
方
式
と
市
町
村
の
方

式
に
相
違
が
み
ら
れ
る
時
は
、
調
整
が
必
要
に
な

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

な
お
、 受
給
対
象
に
つ
い
て
は
、 こ
れ
ま
で
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者
、 身
体
障
害
者
、 寡
婦
等
と
定
め

て
い
た
が
、 県
の
補
助
金
支
給
対
象
条
件
は
な
い
の

で
、 県
に
合
わ
せ
る
形
で
資
格
要
件
は
撤
廃
さ
れ
た
。

�
実
績

　

農
作
業
受
託
面
積
を
み
る
と
、
確
実
に
増
え
て

い
る
。
初
年
度
の
平
成
八
年
度
の
耕
転
、
田
植
え
、

稲
刈
り
、
乾
燥
調
整
の
作
業
受
託
面
積
は
、
そ
れ

ぞ
れ
五
・
六
、
六
・
五
、
九
・
四
、
三
三
・
〇　
��

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
平
成
一
〇
年
度
に
は
そ
れ
ぞ

れ
八
・
〇
、
一
〇
・
〇
、
一
二
・
八
、
三
五
・
〇

　

へ
と
増
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
平
成
一
一
年

��度
の
目
標
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
・
〇
、
一
二
・
〇
、

一
三
・
〇
、
四
五
・
〇　

と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

��

　

小
規
模
圃
場
整
備
は
、
平
成
八
年
度
か
ら
一
〇

年
度
ま
で
一
・
九
、二
・
九
、二
・
一　

と
や
や
目
標

��

値
を
下
回
り
な
が
ら
も
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
実
施
さ
れ

て
お
り
、
圃
場
整
備
率
の
低
さ
を
考
え
る
と
、
今
後

も
一
定
程
度
の
需
要
は
見
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三 　
　
ま
と
め
―
今
後
の
課
題
―

　・
　

大
豊
町
が
現
在
実
施
し
て
い
る
圃
場
整
備
へ
の

補
助
事
業
お
よ
び
交
付
金
制
度
の
今
度
の
動
向
を

考
え
る
上
で
、
二
つ
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
県
の
方
針
で
あ
る
。現
在
の「
ふ
る
さ
と

農
地
保
全
支
援
モ
デ
ル
」
は
事
業
年
度
が
平
成
一
二

年
度
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、 一
二
年
度
以
降
継
続
さ
れ

る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
。ま
た
、継
続
さ
れ
る
場
合

で
も
補
助
率
が
下
げ
ら
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
国
の
直
接
所
得
補
償
と
の
調
整
で
あ

る
。 こ
れ
に
つ
い
て
は
、 町
も
確
た
る
見
通
し
は
持
て
な
い

よ
う
で
、 支
払
い
制
度
の
内
容
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、 そ
の
際
に
地
方
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ィ
ブ
が
維
持
さ
れ
る

か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。（
大
江
徹
男
）
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